
こにもつうん

昭和 5-4 に鉄道巡輸規程が改正され，増賃金制度は主主償額表 犬， 魚介類，学術研究用のものは通常小荷物運賃と同額) とさ

示制度の新設に伴な って廃止されるととも t::.，生糸， 生糸製品 れたが， 昭和 19 ・ 7 に動物はすべて通常小荷物巡貨によること

についてはべつに)lli貨が設定され. i'l:重品か ら除外された。 とな った。現行の動物巡貨は昭和 24 ・ 5 に復活し昭和 32 ・ 4 ¥1lU:I:¥'1 

昭和 7 ・ 8 旅客および荷物迷送規則の全商的改正の際に . j't賃 巡i互の一部となったものである。

uia の品目が現行とほぼ問機に改正され， 五1U'iも通常小荷物巡.r;: (3) 易狽品 ・ かさ商品運賃の沿革

の 2 f告で取扱 うことになったが，昭和 1 9 ・ 7 に改正され， 通常 明治 6 ・ 9 鉄道貨物迎送補則において， ガラス ， 陶総等の易倒

小荷物運賃と岡釘lで取扱うことにな った。 現行の貴重品宣l!貨は， 品は， 品柄・ ffflil奇 を IJjJ告 し ， 通常小荷物泡!.\:'ìのほか，簡略の
5 

IIß和 22 ・ 3 に復活し昭和 32 ・ 4 制咋'i:illi貨の一部 とな っ たものであ I否õõ に相当する !1Y/賃金を支払わなければ賠償責任を負わない

る。 ことが規定され， 翌年 12 月に京浜聞において紙，漆務，造花，

(2) 動物巡i互の治革 帽子， 家具および寒天のよう な易損品およびかさ商品の運賃は，

fljJ治 7 ・ 7 京浜聞において犬のM貨を l liJiについて 25 銭(川崎 賞泊: 1 J千まで 15 銭. 2 斤以上は 1 斤ごと に 3 童話を加算する こと

駅をこえいのは糊)とし， さらに酬の1.お州賃金 とした。 これが易捌 かさ商品献の始まりである。
を支払わなければ限定賠償を行うこととしたのが動物運氏制度 明治 23 ・ 1 に突施された小荷物五l!賃改正の際， 易損品および

の最初Jである。 別賃金制度は貨窓品の湯合と問機昭和 5 ・ 3 まで かさ商品は， 通常小荷物運賃の 2 f告に改められた。その後易狽

存続したが， その改正経過の記述は省略する 。 品およびかさ高品の品目については，数次にわたって改正が行

明治 12 ・ 5 に至 っ て ， 動物は通常小荷物)lliUの 2 倍とされたが， われたが，通常小荷物巡貨の 2 f告によることは，昭和 19 ・ 7 の

さらに明治 23 - 1 につき'のように改正された。 改正で， 通常小荷物巡1'tと同官官とされるまで存続した。現行の

JlJ封l品およびかさ商品巡貨は，昭和 24 ・ 5 に復活しH召和 32 ・ 4 制

対'/巡 t'tの一部 と なったものである。

(4) 11ï阿類巡貨の沿革

明治 23 - 1 に小荷物扱とする車両類についてつぎのような巡

貨を定めた。 これが車両類運賃の最初である。

マイル程 子犬， 子家隊禽. その他の 犬小l致， * tI!;, Jk�1t1 

25 マイルま で 1 斤につき 2 銭 l iii且につき 川 |
50 同 3 悶 25 " 
100 " 同 4 同 65 
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(注) 馬についても 1 頭 1 マイルにつき 10 銭(最低迷貨 2 円)と規定

されたが， .I.~の小荷物扱は明治 34 - 4 に際止された.

明治 31 ・ 1 に犬の巡貨の う ち 100 マイ ノレまでの地帯の主l!貨が

1 Mにつき 55 鈴に改められ， 明治 34 ・ 4 に小動物の巡Uは手荷

物)lli貨の 2 f告とし，犬の運賃は， 50 マイ ノレまでのl't凶作の迩1:1:が

35 銭に改められた。

明治 38 ・ 1 に至り ， 小動物の速J;:I:は通常小荷物述貨の 2 f告と

され， 犬の巡貨もつきrのように改正された。
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同 20 

大正 7 ・ 9 に小動物の遂賃は通常小荷物見1mの 2 f音(最低迷U

20 室長) と し ， 同時に犬の運賃はつぎのように改められた。

50 マイルまで 1 1 頭につき

l∞" 1 同
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大正 10 - 1 に小動物の運賃は通常小荷物運賃の 2 倍，犬の巡

貨は 1 頭につき 100 マイ ル ま で l 円. 101 マイ ル以上は 100 マ

イ ル までを閉すごとに 50 銭を加算する ことにされたが，さら

に翌年 3 月には学術研究用等の小野J物は，通常小荷物王l!ï'tと同

額とされた。

昭和 5 ・ 4 メートノレ法実施に伴ない，犬の運賃のマイノレをキロ

メ ー トノレに決算し .1 頭につき 160 km ま で 1 円 ， 1 61 km 以上は

160 km ま でを増すごとに 50 銭を力目算することに改正され， さ

らに昭和 7 ・ 8 に犬の巡貨が 1 Mにつき 50km ま で 75 銭 ， 51km 

以上は 50km を揃すごとに 15 銭を加算することに改正された。

昭和 17 ・ 4 に歪り ， 動物は通常小荷物運賃の 2 倍(初生ひな，
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馬車および荷車 2 給11i 1 両 1 マイルにつき 10 銭

同 4 給11i 同 15 同 3

人 力 1j� 同 2 同 40銭

自 転 11il 2 給 11i 同 同 20 

問 3 輸111 同 1.5 同 30 

児 111 問 同 20 

明治 34 - 4 に潟1lï巡j立が I 両 1 マイルにつき 20 銭(最低迷t~

4 円)，人力111述Uが 1 問 1 '7イ ノレにつき 3 銭(最低運賃 60 銭) ，

自転車および小児車述貨が 1 両 1 マイ ルにつき 2 銭(最低運賃

40 銭)と改正されたが， 明治 38 ・ 1 に歪り ，さ らにつぎのよう

亡改正された。
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明治 43 ・ 1 に自動車および小児事の巡賃がつぎのように改正

されるとともに，自動自転車の巡貨を人力車と同様とした。

同 同

大正 6 ・ 7 に至り自動自転車および自転車で 2 人以上の座席の

あるものは， 座席 1 人を治すごとに 5 割増とし， 物品搭載用付

属革のあるものもこれに準ずるこ ととした。 さらに翌年 9 月に

基本巡貨がつぎのように改正された。

1 両 1 マイ ルにつき 4銭 1 ;最低五l!~ 80 銭

同 3 1 肉 60

同 2 1 問 50

同 2 1 同 30




